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宮城県警察被疑者取調べ適正化のための監督実施要綱の改正について（通達）

被疑者取調べにおける適正化のための監督については 宮城県警察被疑者取調べ適、「

正化のための監督実施要綱の改正について 通達 令和２年３月３０日付け宮本総第（ ）」（

３６３号）により運用してきたところであるが、この度、別添のとおり宮城県警察被

、 。疑者取調べ適正化のための監督実施要綱を改正したので 適正な運用に努められたい

なお、これに伴い、前記通達は廃止する。

記

１ 改正点

警察本部の取調べ監督官について、総務部総務課課長補佐から宮城県警察取調

べ監督室長及び総務部総務課課長補佐に改めた。

２ 施行期日

令和５年４月１日



別添

宮城県警察被疑者取調べ適正化のための監督実施要綱

第１ 趣旨

この要綱は、被疑者取調べの監督に関し、被疑者取調べ適正化のための監督に関

する規則（平成２０年国家公安委員会規則第４号。以下「適正化規則」という ）。

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第２ 定義

、 、 。この要綱において 次に掲げる用語の意義は それぞれ次に定めるところによる

１ 取調べ監督官等

適正化規則第４条第１項に規定する取調べ監督官及びその職務を補助する者を

いう。

２ 被疑者取調べ

適正化規則第３条第１号に規定する取調べをいう。

３ 監督対象行為

適正化規則第３条第２号に規定する行為をいう。

４ 視認

適正化規則第６条第１項の規定に基づき行う取調べ室の外部からの視認をい

い、透視鏡若しくはドアスコープを用い、若しくはドアを開けて取り調べている

場合の目視又は取調べ室のドア越しでの内部の動静観察をいう。

５ 他署事件取調べ

他所属の事件捜査等に係る被疑者取調べが、自所属で管理する取調べ室で行わ

れることをいう。

第３ 体制等

適正化規則第１０条に規定する取調べ調査官、適正化規則第８条に規定する巡察

官、適正化規則第４条第１項に規定する取調べ監督官及び取調べ監督官の職務を補

助する者（以下「取調べ監督補助者」という ）は、次のとおりとする。。

１ 取調べ調査官

総務部総務課長（以下「総務課長」という ）。

２ 巡察官

宮城県警察取調べ監督室長及び総務部総務課課長補佐（被疑者取調べの監督を担

当する警部の階級にある警察官をいう。以下同じ ）。

３ 取調べ監督官等

⑴ 警察本部

ア 取調べ監督官

宮城県警察取調べ監督室長及び総務部総務課課長補佐

イ 取調べ監督補助者

総務部総務課、宮城県警察機動警ら隊、宮城県警察鉄道警察隊、宮城県警



察機動捜査隊、宮城県警察交通機動隊及び宮城県警察高速道路交通警察隊に

勤務する巡査部長以上の階級にある警察官で警察本部長が指名するもの

⑵ 警察署

ア 取調べ監督官

警務課長

イ 取調べ監督補助者

警務課に勤務する警部補又は巡査部長の階級にある警察官及び地域課に勤

務する警察官（地域係の巡査部長以上の階級にある警察官、自動車警ら係（自

動車警ら第一係、自動車警ら第二係及び自動車警ら第三係を含む ）の警部。

補の階級にある警察官及び警部の階級にある交番所長に限る ）で警察署長。

が指名するもの

⑶ 執務時間外の取調べ監督

ア 警察本部庁舎

警察本部庁舎においては、当直長（宮城県警察の当直に関する訓令（平成

１６年宮城県警察本部訓令第１４号。以下「当直訓令」という ）第７条の。

当直長をいう ）又は当直主任（当直訓令第８条の当直主任をいう ）が取調。 。

べ監督補助者の職務を行う。

イ 警察本部庁舎以外の警察本部の所属

警察本部庁舎以外の警察本部の所属においては、巡査部長以上の階級にあ

る警察官で警察本部長が指名するものが取調べ監督補助者の職務を行う。

ウ 警察署

警察署においては、当直主任（当直訓令第２２条の当直主任をいう。以下

同じ ）又は警部補の階級にある警察官で警察署長が指名するものが取調べ。

監督補助者の職務を行う。ただし、当直主任が警部補の場合は、巡査部長を

指名することも差し支えない。

第４ 実施要領

１ 取調べ予定連絡システムへの登録及び取調べ予定の把握

⑴ 取調べ予定連絡システムへの登録

取調べ官その他の取調べに携わる者は、取調べの予定が判明した時点で、確

実に取調べ予定を別に定める取調べ予定連絡システム（以下「取調べ予定連絡

システム」という ）に登録すること。ただし、予期しない急きょの取調べが。

、 、行われることとなった場合は 取調べ予定連絡システムへの登録は要しないが

速やかに取調べ監督官等（執務時間外にあっては、前記第３－３－⑶に規定す

る者）に連絡すること。

⑵ 取調べ予定の把握

取調べ監督官は、取調べ予定連絡システムを活用して自らが所管する被疑者

取調べの予定を確実に把握すること。

２ 確認等



⑴ 確認等及び報告

ア 被疑者取調べの状況の確認は、事件指揮簿（犯罪捜査規範（昭和３２年国

家公安委員会規則第２号）第１９条第２項に規定する事件指揮簿をいう ）。

及び取調べ状況報告書（犯罪捜査規範第１８２条の２第１項の取調べ状況報

告書をいう。以下同じ ）の閲覧、別に定める宮城県警察総合捜査管理シス。

テムの取調べ状況管理業務（以下「取調べ管理システム」という ）の確認。

その他の方法により、全ての被疑者取調べについて行うこととする。

「 」 、 、イ 前記アの その他の方法 とは 必要に応じて視認することも含まれるが

視認に当たっては、不定期な実施に努めること。

ウ 捜査主任官は、所管する被疑者取調べの実施結果について、取調べ状況報

告書又はその取調べ管理システムのデータを確認し、取調べ監督状況管理簿

（別記様式）に事前承認（犯罪捜査規範第１６８条第３項に規定する被疑者

取調べに係る本部長等（警察本部長又は警察署長をいう ）からの承認をい。

う ）の有無等を明記の上、取調べ場所を所管する取調べ監督官に報告する。

こと。

エ 取調べ監督官は、捜査主任官から報告された取調べ監督状況管理簿及び取

調べ管理システムの取調べ状況報告書のデータを確認し、視認をしていれば

取調べ監督状況管理簿に視認の状況、監督対象行為の有無等を明記し、総務

課長又は警察署長に報告すること。

オ 取調べ監督官は、確認等を行った場合（取調べ監督補助者が行った確認等

を含む ）において、監督対象行為に該当するか判然としなかったとき、又。

は捜査主任官に所要の業務上の指導等を促すことが適当であると判断したと

きは、捜査主任官に当該確認等の結果を通知するとともに、その旨を別に定

める取調べ視認確認票及び取調べ管理システムに記録すること。

カ 取調べ監督官は、監督対象行為を認めた場合は、適正化規則第６条第３項

又は第４項に規定する措置を講じるとともに、総務課長又は警察署長に報告

すること。

キ 警察本部の取調べ監督官は、警察本部及び警察署の取調べ監督状況管理簿

を集約し、総務課長を経由して報告すること。

⑵ 他署事件取調べの確認等

他署事件取調べの確認等は、被疑者取調べが行われる取調べ室を管理する警

察本部又は警察署の取調べ監督官等が行い、当該被疑者取調べを担当する捜査

主任官及び取調べ監督官と緊密に連絡しつつ、関係書類の写し、必要なデータ

等を共有して当該被疑者取調べの状況の確認等を行うこと。この場合の確認等

及び報告は、前記⑴の規定に準じること。

３ 苦情の通知等

⑴ 苦情の受理

警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、適正化規則



第７条の規定による通知の手続と並行し、別に定める相談及び苦情取扱要綱に

従って取り扱うこと。

⑵ 幹部への報告

捜査員が被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは捜査主任官に、留

置業務に従事する職員が被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは留置

主任官に、その他の警察職員が被疑者取調べについて苦情の申出を受けたとき

はその上位の職にある警察職員にそれぞれ報告すること。

⑶ 苦情の通知

前記⑵の規定による報告を受けた捜査主任官、留置主任官等は、速やかに、

自所属の取調べ監督を所掌する警察本部又は警察署の取調べ監督官にその旨及

び内容を通知すること。また、当該通知を受けた取調べ監督官は、当該通知が

自所属以外の所属の取調べ室における被疑者取調べに係るものであるときは、

当該所属に置かれた取調べ監督官に苦情の申出を受けた旨及びその内容を通知

すること。

⑷ 本部への報告

取調べ監督官は、前記⑶の規定による通知を受けた場合において、当該通知

が自所属の取調べ室における被疑者取調べに係るものであるときは、速やかに

その旨及び内容を総務課長に報告すること。

４ 巡察

巡察官は、警察本部及び警察署の被疑者取調べに関しその必要性を判断して巡

察すること。この場合において、巡察官は、取調べ監督官に準じて被疑者取調べ

の確認等を行うほか、各所属の取調べ監督官等に対し指導又は助言を行うこと。

５ 調査

取調べ調査官は、被疑者取調べに係る苦情、警察署等からの報告その他の事情

から合理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足

りる相当な理由があるときは、当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無を

調査すること。この場合において、取調べ調査官は、適正化規則第１０条第２項

及び第３項に規定する職務を行うこと。

６ 他都道府県警察との間における被疑者取調べの監督

宮城県警察と他都道府県警察との間における被疑者取調べの監督については、

次のとおり行うものとする。

⑴ 他都道府県警察において被疑者取調べを実施する場合

ア 捜査主任官は、自所属の取調べ監督官に対し、他都道府県警察における取

調べの予定を連絡し、連絡を受けた取調べ監督官は、その旨を宮城県警察取

調べ監督室（以下「取調べ監督室」という ）に連絡すること。。

イ 前記アの規定による連絡を受けた取調べ監督室は、当該他都道府県警察の

取調べを監督する所属に対し、被疑者取調べの状況の確認及びその結果の通

知を要請し、当該通知を受けた場合は、捜査主任官の所属の取調べ監督官に



連絡するものとする。

⑵ 他都道府県警察から被疑者取調べの実施連絡を受けた場合

ア 取調べ監督室が他都道府県警察の取調べ監督を担当する所属から被疑者

取調べの状況の確認の要請を受けた場合においては、取調べ場所を所管す

る取調べ監督官に対し、被疑者取調べの状況の確認及びその結果の通知を

要請するものとする。

イ 取調べ監督室から被疑者取調べの状況の確認の要請を受けた取調べ監督官

は、当該被疑者取調べの状況を確認し、その結果について取調べ監督室に通

知するものとし、当該通知を受けた取調べ監督室は、当該他都道府県警察の

取調べ監督を担当する所属にその結果を連絡するものとする。
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 準ずる場所男 女
無

成人

 取調べ室

無
( )

～

～
階級

～

～

 特別法 課 (

回

包括承認

無
 (

分
ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ

有

  無

（

　無

秒
無 　有

有
所属

～ ～

透視鏡   有
～ ～

通)

事前承認の
有無等

その他参考事項

有
有

 刑法

年 月 日 （ ）

( 所 属 )

被疑者氏名等
逮捕勾留
の有無

罪　　名 視認時間等 確認方法
対象行為
の有無

取調べ場所 取調べ担当者氏名取調べ時間 休憩時間

～

別記様式

　　取 調 べ 監 督 状 況 管 理 簿

供述調書
作成事実

立会人(通訳
人)の有無

 道交法


